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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２９年７月１３日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗揚 

発生日時 平成２９年３月２６日 １３時４５分ごろ 

発生場所 佐賀県唐津
か ら つ

市臼
うす

島
しま

東方沖 

 臼島灯台から真方位０７５°１２０ｍ付近 

 （概位 北緯３３°３３.９′ 東経１２９°５３.９′） 

事故の概要  セメント運搬船第八祇園
ぎ お ん

丸は、西南西進中、乗り揚げた。 

第八祇園丸は、船首部船底に破口等を生じた。 

事故調査の経過  平成２９年３月３０日、本事故の調査を担当する主管調査官（長崎

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等  

 

セメント運搬船 第八祇園丸、３６８トン 

 １３２６７６、隆永汽船有限会社 

 ５０.００ｍ×９.５０ｍ×４.００ｍ、鋼 

 ディーゼル機関、７３５kＷ、平成４年２月１４日 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ６５歳 

 五級海技士（航海） 

  免 許 年 月 日 平成元年１０月４日 

  免 状 交 付 年 月 日 平成２５年１１月５日 

  免状有効期間満了日 平成３１年１０月３日 

航海士Ａ 男性 ５３歳 

 四級海技士（航海） 

  免 許 年 月 日 昭和６１年１２月１８日 

  免 状 交 付 年 月 日 平成２９年３月７日 

  免状有効期間満了日 平成３４年４月１０日 

 死傷者等 なし 

 損傷 船首部船底に破口及び亀裂を伴う擦過傷等 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 南西、風力 １、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の末期  

 事故の経過  本船は、船長及び航海士Ａほか３人が乗り組み、セメント約５５０

ｔを積載し、長崎県新上五島
かみごとう

町青方
あおかた

港に向けて関門港若松
わかまつ

区を出港し

た。 

 本船は、航海士Ａが福岡県糸島市碣
かつ

石
せき

埼北方沖で前直者と交替して
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単独の船橋当直につき、その後糸島市大門
だいもん

埼北方沖で針路を真方位 

２５０°に定め、椅子に腰を掛けた状態で、自動操舵により約１０ノ

ットの対地速力で、臼島灯台に向けて西南西進した。 

航海士Ａは、糸島市姫島
ひめしま

北北西方沖で眠気を催したが、疲れていな

いので居眠りすると思わず、途中立ってレーダーを６海里（Ｍ）から

３Ｍレンジに切り替えたものの、椅子に腰を掛けて船橋当直を続けて

いるうちに、いつしか記憶がなくなった。 

本船は、航海士Ａが臼島から約１００ｍの場所で目覚め、手動操舵

に切り替えて右舵一杯とし、また、臼島に接近していることに気付い

て昇橋した機関長が機関を全速力後進としたが、間に合わず、平成２

９年３月２６日１３時４５分ごろ臼島東方沖の浅所に乗り揚げた。 

本船は、異変に気付いて昇橋した船長が主機を中立運転とした後、

乗組員に指示して浸水の有無等を調査するとともに、海上保安庁及び

船舶所有者等に本事故の発生を通報した。 

本船は、フォアピークタンク及び１番バラストタンクに浸水があっ

たものの、上げ潮の中央期に自力で離礁し、唐津港に入港して応急修

理を行い、青方港で荷揚げを行った後、長崎県平戸市の造船所で修理

された。 

（付図１ 航行経路図、付表１ 本船のＡＩＳ記録（抜粋）、写真１ 

本船の状況、写真２ 本船の損傷状況 参照） 

 その他の事項 本船は、喫水が、船首約３.１ｍ、船尾約４.１ｍであった。 

本船は、臼島の手前１.８Ｍ付近で変針する予定であった。  

本船は、船橋航海当直警報装置が設置されており、同警報装置の設

定時間が設置時には約４分であったが、本事故発生時には約１２分と

なっていた。 

船長は、船橋航海当直警報装置の操作用鍵を設置時から本事故発生

時まで同警報装置に差し込んだ状態にしており、また、同警報装置の

設置直後、頻繁に作動するので設定時間を約５分に変更していた。 

船橋航海当直警報装置の設定時間は、４～５年前から本事故発生時

と同じ状態になっていた。 

 航海士Ａは、漁船や通航船舶がほとんどいなかったので、単調な航

海であると感じていた。 

航海士Ａは、変針予定場所の手前まで記憶があった。 

航海士Ａは、３月２５日２２時５０分若松区仮泊時から本事故発生

時までの間に約３時間の睡眠をとり、また、若松区での積荷作業時に

は本船の喫水状況の確認作業を行っていた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 

あり 

あり 

なし 
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 判明した事項の解析 本船は、姫島北北西方沖を自動操舵により西南西進中、単独の船橋

当直に当たっていた航海士Ａが居眠りに陥ったことから、変針予定場

所を通過して臼島東方沖の浅所に乗り揚げたものと考えられる。 

 航海士Ａは、疲労を感じていなかったものの、睡眠時間が３時間で

あったこと、海上が平穏であったこと、付近に他船を認めなかったこ

と、自動操舵であったこと、及び椅子に腰を掛けた状態で見張りを行

っていたことから、緊張感が緩んで覚醒水準が低下し、居眠りに陥っ

たものと考えられる。 

 船橋航海当直警報装置は、航海士Ａが変針予定場所の手前で居眠り

に陥ったものの、設定時間が約１２分となっていたこと、変針予定場

所が臼島の手前１.８Ｍ付近であったこと、及び航海士Ａが臼島の約

１００ｍ手前で目覚めたことから、作動しなかったものと考えられ

る。 

 乗揚時刻は、本船のＡＩＳ記録における１３時４３分～４６分まで

の移動距離及び対地速力から推算し、１３時４５分ごろであったもの

と考えられる。 

原因 本事故は、本船が、姫島北北西方沖を自動操舵により西南西進中、

単独の船橋当直に当たっていた航海士Ａが居眠りに陥ったため、変針

予定場所を通過して臼島東方沖の浅所に乗り揚げたものと考えられ

る。 

参考 

 

今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・操船者は、眠気を催した際、外気に当たるなどして眠気を覚ま 

したり、船長に報告して他の乗組員と船橋当直を交替するなど、

同当直中の居眠り防止を図ること。 

・船橋航海当直警報装置は、適正な時間に設定すること。 
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付表１ 本船のＡＩＳ記録（抜粋） 

時  刻 

(時:分:秒) 

北 緯 

（°-′-″） 

東 経 

（°-′-″） 

対地針路 

（°） 

船首方位 

(°) 

対地速力 

(kn) 

13:12:47 33-35-36.6 130-00-01.8 251 250 10.0 

13:13:06 33-35-35.4 129-59-58.2 251 250 10.0 

13:16:27 33-35-25.2 129-59-19.8 252 250 10.0 

13:17:27 33-35-22.2 129-59-08.4 251 250 10.0 

13:18:06 33-35-19.8 129-59-00.6 251 250 10.1 

13:19:06 33-35-17.4 129-58-49.2 253 250 10.1 

13:20:46 33-35-12.6 129-58-30.0 243 250 10.1 

13:21:46 33-35-09.6 129-58-18.0 254 250 10.2 

13:22:26 33-35-07.2 129-58-10.2 253 250 10.3 

13:24:06 33-35-02.4 129-57-50.4 252 250 10.4 

13:25:06 33-34-58.8 129-57-38.4 251 250 10.4 

13:26:06 33-34-55.2 129-57-26.4 259 240 10.4 

13:30:47 33-34-39.0 129-56-33.6 251 251  9.7 

13:32:06 33-34-35.4 129-56-18.6 253 251  9.9 

13:37:37 33-34-16.8 129-55-13.8 257 241 10.4 

13:38:26 33-34-13.8 129-55-04.2 257 240 10.3 

13:40:05 33-34-07.8 129-54-45.0 252 250 10.1 

13:43:06 33-33-58.2 129-54-10.8 251 252 10.1 

13:46:26 33-33-53.4 129-53-51.6 249 353 0.1 

 

※船位は、船橋上方に設置されたＧＰＳアンテナの位置である。また、対地針路及び船首方位は

真方位である。 

 

写真１ 本船の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

損傷箇所 
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写真２ 本船の損傷状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

破口 


